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大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等でアスベスト（石綿）に
対する規制がなされています
つきましては、関係法令を遵守し、適正な工事をお願いします

◆ 事前調査の実施
解体・改造・補修工事において、建築物・工作物に石綿含有建材が使用

されているかどうか調査が必要です

［調査方法］

① 設計図書等による書面調査

② 現場での目視確認

③ ①、②で分からなかった場合、分析調査又はみなし

◆ 事前調査結果等の掲示と現場への据え置き
工事期間中、公衆の見やすい場所に、Ａ３サイズ以上の大きさで、事前調査の結果を

掲示＊し、事前調査の結果を現場に据え置く必要があります。
＊ 事前調査の結果が「石綿なし」であっても必ず掲示をしなければなりません。

事前調査について



◆ 事前調査結果の県への報告
一定規模以上＊の解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結
果を県（保健福祉事務所）と労働基準監督署に報告しなければなり
ません

［報告方法］

 「石綿事前調査結果報告システム」により電子で報告してください

【石綿事前調査結果報告システム 】
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/

 「石綿事前調査結果報告システム」を利用するためには「GビズID」を取得する

必要があります

https://gbiz-id.go.jp/

事前調査結果の報告について

GビズIDの取得はこちらから

＊一定規模以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施が必要です

https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/
https://gbiz-id.go.jp/


◆ 建築物の事前調査

次の資格者等が実施しなければなりません（R５.１０.1施行）

◆ 工作物（一部）の事前調査

次の資格者等が実施しなければなりません（R８.１.1施行）

※環境省告示第４８号（令和５年６月23日公布）

建築物石綿含有建材調査者（特定、一般、一戸建て）
 令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録され、 事前調査を
行う時点においても引き続き登録されている者

工作物石綿事前調査者
 建築物石綿含有建材調査者（一般・特定）若しくは同等以上の能力を有すると認められる者

（一部の工作物のみ可能）※

資格者等による事前調査の実施



石綿含有建材が使用されていたとき

対
象

対
象

◆ 届出書の提出

・ 石綿含有吹付け材（レベル１）

・ 石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材（レベル２）

工事の発注者は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を保健福祉事
務所に提出する必要があります。

◆ 作業基準の遵守

・ 石綿含有吹付け材（レベル１）

・ 石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材（レベル２）

・ その他石綿含有建材（レベル３）

工事において、石綿飛散防止対策（作業基準）を遵守する必要があります
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